
 

 

 

  子どもの貧困対策の一環として子どもの居場所づくりを推進することを目的とし、市内に

おいて子ども食堂等を実施する者に対して、その事業の運営に要する経費を支援します。 

 

            

 

地域団体、法人又は市内に事務所又は事業所を有する事業者 

 

            

 

浜田市内において子ども食堂等を運営する事業（新規開設または活動拡充に関するもの） 

                   

 

    

 次のすべての要件を満たすもの 

① 食事の提供を概ね月 1回以上定期的に実施すること。 

② 1年以上継続して事業を実施する見込みがあること。 

③ 18歳未満の子どもの利用者が総利用者の 3割以上であること。 

④ 18歳未満の子どもの利用料が無料又は材料費等の実費相当額であること。 

⑤ 参加者を幅広く募集し、制限しないこと。 

⑥ 利用者の安全及び衛生の確保並びに個人情報の保護のために必要な措置を講ずること。 

※同一経費で、他の補助金等の交付を受けていないこと 

 

             

            

● 新規開設事業 

＜対象経費＞新規開設する際の調理器具、家具等の備品、食器等の購入経費、 

広報に係る経費、調理室等の軽微な修繕に要する経費 等 

      ＜補助額＞ 補助限度額 50万円（1団体 1回まで） 

 

● 活動拡充事業 

＜対象経費＞実施中の子ども食堂において、新たに取組みを追加するために要 

する経費 

 ＜補助額＞ 補助限度額 20万円（1団体 1回まで） 

 

                              

浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金 

 

 1.補助対象者 

2.補助対象事業 

3.補助要件 

4.補助対象経費及び補助額 

5.お問合せ先 

浜田市子ども・子育て支援課 

子ども家庭相談係 

電話 0855-25-9331 


